
令 和 ２ 年 ３ 月 ９ 日 

地域振興部スポーツ振興課 

 

江東区夢の島総合運動場条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の理由 

  より柔軟な施設運営等に向けて夢の島競技場における照明利用料金の設定

を見直すとともに、行財政改革計画及び受益者負担の原則に基づき、全庁的

に使用料の検証を実施した結果、維持管理コストと最大徴収使用料の乖離が

拡大傾向にあることから、施設使用料の引き上げを行うため、江東区夢の島

総合運動場条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

（１）利用料金（上限額）を定める別表第３から夢の島競技場における照明利

用料金を削るとともに、別途付帯設備利用料として料金設定を行う。（別表

第３関係） 

（２）利用料金（上限額。駐車場を除く。）を２０パーセント引き上げる。ただ

し、夢の島少年野球場の利用料金及びトラックの個人利用に係る小・中学生

の利用料金は据置きとする。（別表第３関係） 

なお、附則において経過措置を定める。 

 

３ 新旧対照表 

  ２～４ページのとおり。 

 

４ 施行日 

 令和２年１０月１日施行とする。 
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江東区夢の島総合運動場条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（利用の不承認） （利用の不承認） 

第７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、利用を承認しないことができる。 

第７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当す

ると認めたときは、利用を承認しない。 

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。 (1) 公益を害するおそれがあるとき。 

(2) 管理上支障があると認めたとき。 (2) その他管理上支障があるとき。 

第８条～第１５条 （略） 第８条～第１５条 （略） 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

別表第３（第９条関係） 別表第３（第９条関係） 

１ 団体利用 １ 団体利用 

 

施設及び利用
目的 

利用
日 

単位 利用料
金 

夢の島少年野
球場 

平日 2 時間 650 円 

土 曜
日・日
曜
日・休
日 

2 時間 800 円 

夢の島野球場 
  
  

平日 2 時間 2,250 円 

夜間 2
時間 

9,950 円 

土 曜
日・日
曜
日・休
日 

2 時間 3,100 円 

夜間 2
時間 

10,800
円 

  写 真
撮影 

平日 2 時間 6,950 円 

土 曜
日・日
曜
日・休
日 

2 時間 8,600 円 

映
画・テ
レ
ビ・ビ
デ オ
撮影 

平日 2 時間 24,000
円 

土 曜
日・日
曜
日・休
日 

2 時間 25,650
円 

夢の島競技場 
  
  

 １日 94,950
円 

 

施設及び利用
目的 

利用
日 

単位 利用料金 

夢の島少年野
球場 

平日 2 時間 650 円 

土 曜
日、日
曜 日
及 び
休日 

800 円 

夢の島野球場 
  
  

平日 2 時間 2,700 円 

夜間 2
時間 

11,900円 

土 曜
日、日
曜 日
及 び
休日 

2 時間 3,700 円 

夜間 2
時間 

12,950円 

  写 真
撮影 

平日 2 時間 8,300 円 

土 曜
日、日
曜 日
及 び
休日 

10,300円 

映画、
テ レ
ビ、ビ
デ オ
そ の
他 動
画 撮
影 

平日 2 時間 28,800円 

土 曜
日、日
曜 日
及 び
休日 

30,750円 

夢の島競技場 
  
  

 １日 113,850
円 
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  会 議
室 

 １日 5,700 円 

照明  1 時間 7,200 円 

写 真
撮影 

 １日 109,400
円 

映
画・テ
レ
ビ・ビ
デ オ
撮影 
 
 

 １日 211,650
円 

園
路
・多
目
的
広
場
等 

写 真
撮 影
の た
め の
臨 時
的 利
用 

 1 時間 1,200 円 

映
画・テ
レ
ビ・ビ
デ オ
撮 影
の た
め の
臨 時
的 利
用 
 

 1 時間 9,700 円 

競 技
会・集
会 等
の た
め の
利用 

 １ 日
１ 平
方
メ ー
トル 

23 円 

上 記
以 外
の 利
用 

 １ 日
１ 平
方
メ ー
トル 

31 円 

 

  会 議
室 
 
 

 
 

１日 6,800 円 

写 真
撮影 

 １日 131,250
円 

映画、
テ レ
ビ、ビ
デ オ
そ の
他 動
画 撮
影 

 １日 253,950
円 

園
路、 
多
目
的
広
場
等 

写 真
撮 影
の た
め の
臨 時
的 利
用 

 1 時間 1,400 円 

映画、
テ レ
ビ、ビ
デ オ
そ の
他 動
画 撮
影 の
た め
の 臨
時 的
利用 

 1 時間 11,600円 

競 技
会、集
会 等
の た
め の
利用 

 １ 日
１ 平
方
メ ー
トル 

27 円 

上 記
以 外
の 利
用 

 １ 日
１ 平
方
メ ー
トル 

37 円 

 

備考 備考 

  １～３ （略）   １～３ （略） 

４ 夢の島野球場の夜間利用における利用料金

のうち、４月１５日から５月３１日までの午

後５時から午後７時までの利用については、

平日は 6,100 円、土曜日・日曜日・休日は 6,950

円とする。 

４ 夢の島野球場の夜間利用における利用料金

のうち、４月１５日から５月３１日までの午

後５時から午後７時までの利用については、

平日は 7,300 円とし、土曜日、日曜日及び休

日は 8,300 円とする。 

５ （略） ５ （略） 

６ 夢の島競技場の１日利用料金は、会議室利

用料金を含むものとする。 

６ 夢の島競技場の利用料金は、会議室利用料

金を含むものとする。 
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７ 照明の利用時間が１時間に満たない場合

は、１時間とする。 

（削る） 

８・９ （略） ７・８ （略） 

１０ 写真撮影及び映画・テレビ・ビデオ撮影

に係る利用料金は、利用者が営利目的で利用

する場合に支払うものとする。 

９ 写真撮影及び映画、テレビ、ビデオその他

動画撮影に係る利用料金は、利用者が営利目

的で利用する場合に支払うものとする。 

１１ （略） １０ （略） 

２ 個人利用 ２ 個人利用 

 

施設 単位 利用料金 

ト
ラ ッ
ク 

１回 一般 小・中学
生 

400 円 150 円 
 

 

施設 単位 利用料金 

ト
ラ ッ
ク 

１回 一般 小・中学
生 

450 円 150 円 
 

別表第４ （略） 別表第４ （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の利用料金は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後に行う利

用の承認について適用し、施行日前に行った利用の

承認については、なお従前の例による。 
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